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附 議 議 案 

議 案 番 号     件           名 

同意第１ 号  洞爺湖町表彰条例に基づく同意について 
 

報告第３ 号  健全化判断比率の報告について 
 

報告第４ 号  資金不足比率の報告について 
 

報告第５ 号  株式会社グリーンステイ洞爺湖の経営状況の報告について 
 

議案第２０号  洞爺湖町生活館条例の一部改正について 
 

議案第２１号  洞爺湖町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について 
 

議案第２２号  北海道市町村総合事務組合規約の変更について 
 

議案第２３号  北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 
 

議案第２４号  北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 
 

議案第２５号  令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第５号） 
 

議案第２６号  令和２年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 
 

議案第２７号  令和２年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第２号） 
 

認 定 第 １ 号  令和元年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の認定について 
 

認 定 第 ２ 号  令和元年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算の認定について 
 

認 定 第 ３ 号  令和元年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計決算の認定について 
 

認 定 第 ４ 号  令和元年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計決算の認定について 
 

認 定 第 ５ 号  令和元年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決算の認定について 
 

認 定 第 ６ 号  令和元年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計決算の認定について 
 

認 定 第 ７ 号  令和元年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算の認定について 

 



同意第１号 

 

   洞爺湖町表彰条例に基づく同意について 

 

 洞爺湖町表彰条例（平成１８年洞爺湖町条例第１６１号）第３条の規定により、

下記の者を表彰することにつき、議会の同意を求める。 

 

  令和２年９月１０日提出  

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   

 

記 

 

表彰区分 住     所 氏   名 生 年 月 日 

功 労 表 彰 洞爺湖町月浦１３１番地２ 岡 崎   進 昭和１２年 １月２３日 

功 労 表 彰 
洞爺湖町入江１７５番地２１  

板谷川団地３号棟２０３号室 
川 人 健 一 昭和１６年 １月２０日 

功 労 表 彰 洞爺湖町高砂町３７番地４１ 和 田   貢 昭和３３年１２月 ９日 

功 労 表 彰 洞爺湖町川東６番地５ 大 西 俊 則 昭和３５年 ３月 ３日 
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報告第３号 

 

健全化判断比率の報告について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第

１項の規定により、令和元年度決算に基づく財政の健全化判断比率を別冊のとおり

監査委員の意見を付して報告する。 

 

令和２年９月１０日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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（単位：％）

地方公共団体
コード

都道府県名 市区町村名 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

015849 北海道 洞爺湖町 － － 10.2 49.7

（単位：％）

標準財政規模
（千円） うち 臨時財政対策債

発   行   可   能   額

早期健全化基準 15.00 20.00 25.0 350.0

4,198,609 132,318 財政再生基準 20.00 30.00 35.0

健全化判断比率の状況（令和元年度）

　（　別　紙　）
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報告第４号 

 

資金不足比率の報告について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条

第１項の規定により、令和元年度決算に基づく公営企業会計に係る資金不足比率を

別冊のとおり監査委員の意見を付して報告する。 

 

令和２年９月１０日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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（単位：％）

地方公共団体
コード

都道府県名 市区町村名 水道事業会計 公共下水道事業特別会計 簡易水道事業特別会計

015849 北海道 洞爺湖町 － － －

（単位：％）

標準財政規模
（千円） うち 臨時財政対策債

発　 行 　可 　能 　額

4,198,609 132,318

20.0

　（　別　紙　）

資金不足比率の状況（令和元年度）

経営健全化基準 20.0 20.0
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報告第５号 

 

   株式会社グリーンステイ洞爺湖の経営状況の報告について 

 

 株式会社グリーンステイ洞爺湖の経営状況を地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４３条の３第２項の規定に基づき、別紙のとおり報告する。 

 

  令和２年９月１０日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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議案第２０号 

 

洞爺湖町生活館条例の一部改正について 

 

洞爺湖町生活館条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和２年９月１０日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   

 

洞爺湖町生活館条例の一部を改正する条例 

 

 洞爺湖町生活館条例（平成１８年洞爺湖町条例第８７号）の一部を次のように改

正する。 

 

 第２条の表中「本町生活館」を「洞爺湖町アイヌ民族共生拠点施設「ウトゥラノ」」

に改める。 

 

 第６条を第７条とし、第３条から第５条までを１条ずつ繰り下げ、第２条の次に

次の１条を加える。 

 （事業） 

第３条 生活館は、第１条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

 ⑴ アイヌ民族の文化伝承に関する事業 

 ⑵ 生活相談及び生活改善指導事業 

 ⑶ 社会福祉事業 

 ⑷ 教育に関する事業 

 ⑸ アイヌ団体の育成に関する事業 

 ⑹ 生活、文化及び社会福祉に関する活動の場を提供する事業 

 ⑺ 地域住民の集会及び会合 

 ⑻ その他町長が特に必要と認める事業 

 

 別表中「第４条関係」を「第５条関係」に、「集会室」を「アイヌ研修室（１・２）、

交流ホール、会議室（１・２）」に改め、研修室の項を削る。 

 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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議案第２１号 

 

洞爺湖町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について 

 

 洞爺湖町過疎地域自立促進市町村計画の一部を次のとおり変更したいので、過疎

地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第６条第７項において準用す

る同条第１項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 洞爺湖町過疎地域自立促進市町村計画の一部を別紙のとおり変更する。 

 

  令和２年９月１０日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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備　考

９ その他地域の ３１頁 ３１頁

自立促進に関

し必要な事項 事業名 事業内容 事業主体 備考 事業名 事業内容 事業主体 備考

(2)その他 ふるさとづくり推進事業 町 (2)その他 ふるさとづくり推進事業 町

（環境配慮行動促進） （環境配慮行動促進）

関係人口創出事業 町

過疎地域自立促進市町村計画【変更】

事業内容
の追加

変更後(頁・行）区　　分 変更前（頁・行）

（３）計画 （３）計画
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議案第２２号 

 

北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、北海道

市町村総合事務組合規約を次のように変更する。 

 

  令和２年９月１０日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   

 

北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 

 北海道市町村総合事務組合規約（平成３１年２月２２日市町村第１８７７号指

令）の一部を次のように変更する。 

 

別表第１石狩振興局（１２）の項中「（１２）」を「（１１）」に改め、「、札幌広

域圏組合」を削り、同表渡島総合振興局（１６）の項中「（１６）」を「（１５）」に

改め、「、山越郡衛生処理組合」を削り、同表空知総合振興局（３２）の項中「（３

２）」を「（３１）」に改め、「、奈井江、浦臼町学校給食組合」を削る。 

 

 別表第２の９の項中「、札幌広域圏組合」、「、山越郡衛生処理組合」及び「、奈

井江、浦臼町学校給食組合」を削る。 

 

附 則 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定に

よる北海道知事の許可の日から施行する。 
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議案第２３号 

 

   北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、北海道

町村議会議員公務災害補償等組合規約を次のように変更する。 

 

令和２年９月１０日提出  

                   洞爺湖町長 真 屋 敏 春   

 

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約 

 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約（昭和４３年５月１日地方第７２２

号指令許可）の一部を次のように変更する。 

 

 別表第１中「山越郡衛生処理組合」、「奈井江、浦臼町学校給食組合」及び「札幌

広域圏組合」を削る。 

 

   附 則 

 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定に

よる総務大臣の許可の日から施行する。 
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議案第２４号 

 

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、北海道

市町村職員退職手当組合規約を次のように変更する。 

 

  令和２年９月１０日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   

 

   北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約 

 

 北海道市町村職員退職手当組合規約（昭和３２年１月２３日３２地第１７５号指

令許可）の一部を次のように変更する。 

 

 別表⑵一部事務組合及び広域連合の表渡島管内の項中「山越郡衛生処理組合、」

を削り、同表空知管内の項中「、奈井江、浦臼町学校給食組合」を削る。 

 

   附 則 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定に

よる総務大臣の許可の日から施行する。 
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議案第２５号 

 

令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第５号） 

 

令和２年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところに

よる。 

 

（歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０２，５５９千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，９６７，８２５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

  令和２年９月１０日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   

 

 

-24-



第１表　歳入歳出予算補正

　１　歳　　入

補正前の額 補 正 額 計

11. 地 方 交 付 税 3,012,000 215,898 3,227,898

1. 地 方 交 付 税 3,012,000 215,898 3,227,898

15. 国 庫 支 出 金 2,081,301 72,603 2,153,904

2. 国 庫 補 助 金 1,816,459 72,603 1,889,062

16. 道 支 出 金 475,534 18,702 494,236

2. 道 補 助 金 272,326 18,702 291,028

18. 寄 附 金 98,500 1,000 99,500

1. 寄 附 金 98,500 1,000 99,500

19. 繰 入 金 386,607 △ 206,300 180,307

1. 繰 入 金 386,607 △ 206,300 180,307

21. 諸 収 入 62,532 △ 150 62,382

5. 雑 入 47,041 △ 150 46,891

22. 町 債 919,100 806 919,906

1. 町 債 919,100 806 919,906

8,865,266 102,559 8,967,825

（単位：千円）

款 項

歳 入 合 計
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　２　歳　　出

補正前の額 補 正 額 計

2. 総 務 費 483,532 6,415 489,947

1. 総 務 管 理 費 449,662 3,460 453,122

3. 戸籍住民基本台帳費 17,293 2,955 20,248

4. 衛 生 費 391,157 2,823 393,980

1. 保 健 衛 生 費 126,035 △ 400 125,635

2. 環 境 衛 生 費 18,353 3,223 21,576

6. 農 林 水 産 業 費 123,708 18,433 142,141

1. 農 業 費 86,036 16,798 102,834

3. 水 産 業 費 27,158 1,635 28,793

7. 商 工 費 574,053 10,424 584,477

1. 商 工 費 71,649 154 71,803

2. 観 光 費 502,404 10,270 512,674

8. 土 木 費 1,355,891 5,604 1,361,495

2. 道 路 橋 梁 費 575,122 1,567 576,689

5. 都 市 計 画 費 398,420 4,037 402,457

10. 教 育 費 620,934 △ 6,389 614,545

3. 中 学 校 費 73,369 △ 6,389 66,980

13. 予 備 費 43,852 △ 5,638 38,214

1. 予 備 費 43,852 △ 5,638 38,214

14. 新型コロナウイルス感
染 症 対 策 費

1,220,462 70,887 1,291,349

1. 新型コロナウイルス感
染 症 対 策 費

1,220,462 70,887 1,291,349

8,865,266 102,559 8,967,825

（単位：千円）

款 項

歳 出 合 計
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第２表 地方債補正 

１．変更                         （単位：千円） 

起債の 

目 的 

変  更  前 変  更  後 

限度額 
起債の 

方 法 
利率 

償還の 

方 法 
限度額 

起債の 

方 法 
利率 

償還の 

方 法 

臨時財政 

対 策 債 
130,000 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

5.0％以内 

（ただし、

利率見直

し方式で

借入れる

資金につ

いて、利率

見直しを

行った後

において

は、当該見

直し後の

利率） 

 政府資金

又はその他

資金とし、そ

の融資条件

による。 

 ただし、町

財政の都合

により措置

期間及び償

還期限を短

縮し、もしく

は繰上償還

又は低利に

借換えるこ

とができる。 

130,806 同左 同左 同左 
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議案第２６号 

 

令和２年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 

令和２年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に

定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７８３千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８０５，７４１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和２年９月１０日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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第１表　歳入歳出予算補正

　１　歳　　入

補正前の額 補 正 額 計

1. 分 担 金 及 び 負 担 金 196 783 979

2. 負 担 金 195 783 978

804,958 783 805,741

（単位：千円）

款 項

歳 入 合 計
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　２　歳　　出

補正前の額 補 正 額 計

1. 公 共 下 水 道 費 432,780 9,332 442,112

1. 下 水 道 管 理 費 232,671 9,332 242,003

3. 予 備 費 19,105 △ 8,549 10,556

1. 予 備 費 19,105 △ 8,549 10,556

804,958 783 805,741

（単位：千円）

款 項

歳 出 合 計
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議案第２７号 

 

令和２年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

令和２年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，６８０千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，１１２，７１６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和２年９月１０日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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第１表　歳入歳出予算補正

　１　歳　　入

補正前の額 補 正 額 計

5. 支 払 基 金 交 付 金 275,994 4,680 280,674

1. 支 払 基 金 交 付 金 275,994 4,680 280,674

1,108,036 4,680 1,112,716

（単位：千円）

款 項

歳 入 合 計
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　２　歳　　出

補正前の額 補 正 額 計

4. 基 金 積 立 金 100 4,680 4,780

1. 基 金 積 立 金 100 4,680 4,780

5. 諸 支 出 金 151 3,859 4,010

1. 償還金及び還付加算金 151 3,859 4,010

6. 予 備 費 4,890 △ 3,859 1,031

1. 予 備 費 4,890 △ 3,859 1,031

1,108,036 4,680 1,112,716

（単位：千円）

款 項

歳 出 合 計
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認定第１号 

 

令和元年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算の認定について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、

令和元年度虻田郡洞爺湖町水道事業会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付

して議会の認定に付する。 

 

令和２年９月１０日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   

 

-33-



認定第２号 

 

令和元年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和

元年度虻田郡洞爺湖町一般会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付して議会

の認定に付する。 

 

令和２年９月１０日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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認定第３号 

 

令和元年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和

元年度虻田郡洞爺湖町国民健康保険特別会計決算を別冊のとおり監査委員の意見

を付して議会の認定に付する。 

 

令和２年９月１０日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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認定第４号 

 

令和元年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和

元年度虻田郡洞爺湖町公共下水道事業特別会計決算を別冊のとおり監査委員の意

見を付して議会の認定に付する。 

 

令和２年９月１０日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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認定第５号 

 

令和元年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和

元年度虻田郡洞爺湖町介護保険特別会計決算を別冊のとおり監査委員の意見を付

して議会の認定に付する。 

 

令和２年９月１０日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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認定第６号 

 

令和元年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和

元年度虻田郡洞爺湖町簡易水道事業特別会計決算を別冊のとおり監査委員の意見

を付して議会の認定に付する。 

 

令和２年９月１０日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春  
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認定第７号 

 

令和元年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算の認定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、令和

元年度虻田郡洞爺湖町後期高齢者医療特別会計決算を別冊のとおり監査委員の意

見を付して議会の認定に付する。 

 

令和２年９月１０日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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